
消

費

税

法

施

行

令

の

一

部

を

改

正

す

る

政

令

新

旧

対

照

表

改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
政
令
に
お
い
て
「
国
内
」
、
「
保
税
地
域
」
、
「
個
人
事
業
者
」
、
「
事

第
一
条

こ
の
政
令
に
お
い
て
「
国
内
」
、
「
保
税
地
域
」
、
「
個
人
事
業
者
」
、
「
事

業
者
」
、
「
国
外
事
業
者
」
、
「
合
併
法
人
」
、
「
被
合
併
法
人
」
、
「
分
割
法
人
」

業
者
」
、
「
国
外
事
業
者
」
、
「
合
併
法
人
」
、
「
被
合
併
法
人
」
、
「
分
割
法
人
」

、
「
分
割
承
継
法
人
」
、
「
人
格
の
な
い
社
団
等
」
、
「
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
」

、
「
分
割
承
継
法
人
」
、
「
人
格
の
な
い
社
団
等
」
、
「
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
」

、
「
特
定
少
額
資
産
販
売
事
業
者
」
、
「
資
産
の
譲
渡
等
」
、
「
特
定
資
産
の
譲
渡
等

、
「
資
産
の
譲
渡
等
」
、
「
特
定
資
産
の
譲
渡
等
」
、
「
電
気
通
信
利
用
役
務
の
提
供

」
、
「
電
気
通
信
利
用
役
務
の
提
供
」
、
「
特
定
少
額
資
産
の
譲
渡
」
、
「
課
税
資
産

」
、
「
課
税
資
産
の
譲
渡
等
」
、
「
軽
減
対
象
課
税
資
産
の
譲
渡
等
」
、
「
外
国
貨
物

の
譲
渡
等
」
、
「
軽
減
対
象
課
税
資
産
の
譲
渡
等
」
、
「
外
国
貨
物
」
、
「
課
税
貨
物

」
、
「
課
税
貨
物
」
、
「
軽
減
対
象
課
税
貨
物
」
、
「
課
税
仕
入
れ
」
、
「
事
業
年
度

」
、
「
軽
減
対
象
課
税
貨
物
」
、
「
課
税
仕
入
れ
」
、
「
事
業
年
度
」
、
「
基
準
期
間

」
、
「
基
準
期
間
」
、
「
棚
卸
資
産
」
、
「
調
整
対
象
固
定
資
産
」
、
「
確
定
申
告
書

」
、
「
棚
卸
資
産
」
、
「
調
整
対
象
固
定
資
産
」
、
「
確
定
申
告
書
等
」
、
「
特
例
申

等
」
、
「
特
例
申
告
書
」
、
「
附
帯
税
」
又
は
「
中
間
納
付
額
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
消

告
書
」
、
「
附
帯
税
」
又
は
「
中
間
納
付
額
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
消
費
税
法
（
以
下
「

費
税
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
内
、
保
税
地
域
、

法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
内
、
保
税
地
域
、
個
人
事
業
者
、
事

個
人
事
業
者
、
事
業
者
、
国
外
事
業
者
、
合
併
法
人
、
被
合
併
法
人
、
分
割
法
人
、
分

業
者
、
国
外
事
業
者
、
合
併
法
人
、
被
合
併
法
人
、
分
割
法
人
、
分
割
承
継
法
人
、
人

割
承
継
法
人
、
人
格
の
な
い
社
団
等
、
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
、
資
産
の
譲
渡
等
、

格
の
な
い
社
団
等
、
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
、
特
定
少
額
資
産
販
売
事
業
者
、
資
産

特
定
資
産
の
譲
渡
等
、
電
気
通
信
利
用
役
務
の
提
供
、
課
税
資
産
の
譲
渡
等
、
軽
減
対

の
譲
渡
等
、
特
定
資
産
の
譲
渡
等
、
電
気
通
信
利
用
役
務
の
提
供
、
特
定
少
額
資
産
の

象
課
税
資
産
の
譲
渡
等
、
外
国
貨
物
、
課
税
貨
物
、
軽
減
対
象
課
税
貨
物
、
課
税
仕
入

譲
渡
、
課
税
資
産
の
譲
渡
等
、
軽
減
対
象
課
税
資
産
の
譲
渡
等
、
外
国
貨
物
、
課
税
貨

れ
、
事
業
年
度
、
基
準
期
間
、
棚
卸
資
産
、
調
整
対
象
固
定
資
産
、
確
定
申
告
書
等
、

物
、
軽
減
対
象
課
税
貨
物
、
課
税
仕
入
れ
、
事
業
年
度
、
基
準
期
間
、
棚
卸
資
産
、
調

特
例
申
告
書
、
附
帯
税
又
は
中
間
納
付
額
を
い
う
。

整
対
象
固
定
資
産
、
確
定
申
告
書
等
、
特
例
申
告
書
、
附
帯
税
又
は
中
間
納
付
額
を
い

う
。

２

こ
の
政
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る

２

同

上

と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
～
四

省

略

一
～
四

同

上

五

確
定
申
告
書
の
提
出
期
限

申
告
書
（
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申

告
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
提
出
期
限
（
同
項
の
規
定
に
よ

る
申
告
の
義
務
が
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
申
告
の
義
務
が
あ
る
と
し
た
場
合

の
申
告
書
の
提
出
期
限
）
を
い
う
。

３
・
４

省

略

３
・
４

同

上

（
通
信
販
売
の
方
法
）

第
二
条
の
三

法
第
二
条
第
一
項
第
八
号
の
六
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
方
法
は
、
関

1



税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
第
六
号
（
輸

入
申
告
の
手
続
）
に
規
定
す
る
通
信
販
売
の
方
法
と
す
る
。

（
飲
食
料
品
に
含
ま
れ
る
資
産
の
範
囲
）

（
飲
食
料
品
に
含
ま
れ
る
資
産
の
範
囲
）

第
二
条
の
四

省

略

第
二
条
の
三

同

上

（
飲
食
料
品
の
譲
渡
に
含
ま
れ
な
い
食
事
の
提
供
を
行
う
事
業
の
範
囲
等
）

（
飲
食
料
品
の
譲
渡
に
含
ま
れ
な
い
食
事
の
提
供
を
行
う
事
業
の
範
囲
等
）

第
二
条
の
五

省

略

第
二
条
の
四

同

上

２

省

略

２

同

上

（
調
整
対
象
固
定
資
産
の
範
囲
）

（
調
整
対
象
固
定
資
産
の
範
囲
）

第
五
条

法
第
二
条
第
一
項
第
十
六
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
資
産
は
、
棚
卸
資
産

第
五
条

同

上

以
外
の
資
産
で
次
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
当
該
資
産
に
係
る
法
第
三
十
条
第
八
項
第

一
号
ニ
に
規
定
す
る
課
税
仕
入
れ
に
係
る
支
払
対
価
の
額
の
百
十
分
の
百
に
相
当
す
る

金
額
、
当
該
資
産
に
係
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
課
税
仕
入
れ
に
係
る
支
払
対

価
の
額
又
は
保
税
地
域
か
ら
引
き
取
ら
れ
る
当
該
資
産
の
課
税
標
準
で
あ
る
金
額
が
、

一
の
取
引
の
単
位
（
通
常
一
組
又
は
一
式
を
も
つ
て
取
引
の
単
位
と
さ
れ
る
も
の
に
あ

つ
て
は
、
一
組
又
は
一
式
）
に
つ
き
百
万
円
以
上
の
も
の
と
す
る
。

一
～
七

省

略

一
～
七

同

上

八

次
に
掲
げ
る
無
形
固
定
資
産

八

同

上

イ

省

略

イ

同

上

ロ

貯
留
権
（
二
酸
化
炭
素
の
貯
留
事
業
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十

ロ

二
酸
化
炭
素
の
貯
留
事
業
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第

八
号
）
第
二
条
第
八
項
（
定
義
）
に
規
定
す
る
試
掘
権
を
含
む
。
）

二
条
第
八
項
（
定
義
）
に
規
定
す
る
試
掘
権

ハ
～
ネ

省

略

ハ
～
ネ

同

上

九
～
十
一

省

略

九
～
十
一

同

上

（
資
産
の
譲
渡
等
が
国
内
に
お
い
て
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
の
判
定
）

（
資
産
の
譲
渡
等
が
国
内
に
お
い
て
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
の
判
定
）

第
六
条

法
第
四
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
資
産
は
、
次
の
各
号
に

第
六
条

同

上

掲
げ
る
資
産
と
し
、
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
場
所
は
、
当
該
資
産
の

区
分
に
応
じ
当
該
資
産
の
譲
渡
又
は
貸
付
け
が
行
わ
れ
る
時
に
お
け
る
当
該
各
号
に
定

め
る
場
所
と
す
る
。

一
～
三

省

略

一
～
三

同

上

四

鉱
業
権
若
し
く
は
租
鉱
権
、
採
石
権
そ
の
他
土
石
を
採
掘
し
、
若
し
く
は
採
取
す

四

鉱
業
権
若
し
く
は
租
鉱
権
、
採
石
権
そ
の
他
土
石
を
採
掘
し
、
若
し
く
は
採
取
す

2



る
権
利
（
二
酸
化
炭
素
の
貯
留
事
業
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
八
項
（
定
義
）
に
規

る
権
利
（
二
酸
化
炭
素
の
貯
留
事
業
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
八
項
（
定
義
）
に
規

定
す
る
試
掘
権
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
試
掘
権
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下

定
す
る
試
掘
権
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
試
掘
権
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
「
採
石
権
等
」
と
い
う
。
）
、
貯
留
権
、
試
掘
権
、
漁
業
権
若
し

こ
の
号
に
お
い
て
「
採
石
権
等
」
と
い
う
。
）
、
試
掘
権
又
は
樹
木
採
取
権

鉱
業

く
は
入
漁
権
又
は
樹
木
採
取
権

鉱
業
権
に
係
る
鉱
区
若
し
く
は
租
鉱
権
に
係
る
租

権
に
係
る
鉱
区
若
し
く
は
租
鉱
権
に
係
る
租
鉱
区
、
採
石
権
等
に
係
る
採
石
場
、
試

鉱
区
、
採
石
権
等
に
係
る
採
石
場
、
貯
留
権
に
係
る
貯
留
区
域
、
試
掘
権
に
係
る
試

掘
権
に
係
る
試
掘
区
域
又
は
樹
木
採
取
権
に
係
る
樹
木
採
取
区
の
所
在
地

掘
区
域
、
漁
業
権
若
し
く
は
入
漁
権
に
係
る
漁
場
又
は
樹
木
採
取
権
に
係
る
樹
木
採

取
区
の
所
在
地

五
～
七

省

略

五
～
七

同

上

八

営
業
権

営
業
権
に
係
る
事
業
を
行
う
者
の
住
所
地

八

営
業
権
又
は
漁
業
権
若
し
く
は
入
漁
権

こ
れ
ら
の
権
利
に
係
る
事
業
を
行
う
者

の
住
所
地

九
・
十

省

略

九
・
十

同

上

２
・
３

省

略

２
・
３

同

上

（
有
価
証
券
に
類
す
る
も
の
の
範
囲
等
）

（
有
価
証
券
に
類
す
る
も
の
の
範
囲
等
）

第
九
条

法
別
表
第
二
第
二
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
に
類
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定

第
九
条

同

上

め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
（
定
義
）
に
掲
げ

一

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
（
定
義
）
に
掲
げ

る
有
価
証
券
及
び
同
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
同
項
第
十
六
号
に
掲
げ
る

る
有
価
証
券
及
び
同
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
同
項
第
十
六
号
に
掲
げ
る

有
価
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
表
示
さ
れ
る
べ
き
権
利
（
こ
れ
ら

有
価
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
表
示
さ
れ
る
べ
き
権
利
（
こ
れ
ら

の
有
価
証
券
が
発
行
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
電
子
決
済
手
段
（
資

の
有
価
証
券
が
発
行
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
電
子
決
済
手
段
（
資

金
決
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
二
条
第
五
項
（
定

金
決
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
二
条
第
五
項
（
定

義
）
に
規
定
す
る
電
子
決
済
手
段
を
い
う
。
以
下
第
十
一
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。

義
）
に
規
定
す
る
電
子
決
済
手
段
を
い
う
。
第
四
号
及
び
第
四
項
並
び
に
第
十
一
条

）
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
暗
号
資
産
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

四
十
九
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
を
い
う
。
次
条
第
三
項
第
十
一
号
に
お
い
て
同
じ

。
）

二
～
四

省

略

二
～
四

同

上

２
・
３

省

略

２
・
３

同

上

４

法
別
表
第
二
第
二
号
に
規
定
す
る
支
払
手
段
に
類
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る

４

法
別
表
第
二
第
二
号
に
規
定
す
る
支
払
手
段
に
類
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る

も
の
は
、
電
子
決
済
手
段
及
び
国
際
通
貨
基
金
協
定
第
十
五
条
に
規
定
す
る
特
別
引
出

も
の
は
、
電
子
決
済
手
段
、
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る

権
と
す
る
。

暗
号
資
産
及
び
国
際
通
貨
基
金
協
定
第
十
五
条
に
規
定
す
る
特
別
引
出
権
と
す
る
。

（
利
子
を
対
価
と
す
る
貸
付
金
等
）

（
利
子
を
対
価
と
す
る
貸
付
金
等
）

第
十
条

省

略

第
十
条

同

上

3



２

省

略

２

同

上

３

法
別
表
第
二
第
三
号
に
掲
げ
る
資
産
の
貸
付
け
又
は
役
務
の
提
供
に
類
す
る
も
の
と

３

同

上

し
て
同
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
十

省

略

一
～
十

同

上

十
一

法
別
表
第
二
第
二
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
（
ゴ
ル
フ
場
利
用
株
式
等
を
除
く

十
一

法
別
表
第
二
第
二
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
（
ゴ
ル
フ
場
利
用
株
式
等
を
除
く

も
の
と
し
、
そ
の
権
利
の
帰
属
が
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に

も
の
と
し
、
そ
の
権
利
の
帰
属
が
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に

よ
る
振
替
口
座
簿
の
記
載
又
は
記
録
に
よ
り
定
ま
る
も
の
と
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。

よ
る
振
替
口
座
簿
の
記
載
又
は
記
録
に
よ
り
定
ま
る
も
の
と
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。

）
、
登
録
国
債
若
し
く
は
暗
号
資
産
又
は
電
子
決
済
手
段
の
貸
付
け

）
又
は
登
録
国
債
の
貸
付
け

十
二
～
十
五

省

略

十
二
～
十
五

同

上

（
輸
出
取
引
等
の
範
囲
）

（
輸
出
取
引
等
の
範
囲
）

第
十
七
条

省

略

第
十
七
条

同

上

２

法
第
七
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
資
産

２

同

上

の
譲
渡
等
と
す
る
。

一
～
五

省

略

一
～
五

同

上

六

第
六
条
第
一
項
第
五
号
、
第
七
号
又
は
第
八
号
に
掲
げ
る
資
産
の
譲
渡
又
は
貸
付

六

第
六
条
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
資
産
の
譲
渡
又
は
貸
付
け
で

け
で
非
居
住
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
も
の

非
居
住
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
も
の

七

法
第
七
条
第
一
項
第
三
号
、
前
項
第
三
号
及
び
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ

七

同

上

る
も
の
の
ほ
か
、
非
居
住
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
役
務
の
提
供
で
次
に
掲
げ
る
も
の

以
外
の
も
の

イ

省

略

イ

同

上

ロ

国
内
に
所
在
す
る
不
動
産
（
不
動
産
の
上
に
存
す
る
権
利
を
含
む
。
）
の
売
買

、
交
換
又
は
貸
借
の
代
理
又
は
媒
介

ハ

省

略

ロ

同

上

ニ

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
準
ず
る
も
の
で
、
国
内
に
お
い
て
直
接
便
益

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
に
準
ず
る
も
の
で
、
国
内
に
お
い
て
直
接
便
益
を
享

を
享
受
す
る
も
の

受
す
る
も
の

３

省

略

３

同

上

（
法
人
課
税
信
託
等
の
受
託
者
に
関
す
る
特
例
）

（
法
人
課
税
信
託
等
の
受
託
者
に
関
す
る
特
例
）

第
二
十
八
条

受
託
事
業
者
（
法
第
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
受
託
事
業
者
を
い
う
。

第
二
十
八
条

受
託
事
業
者
（
法
第
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
受
託
事
業
者
を
い
う
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
の
法
第
三
十
二
条
第
七
項
、
第
三
十
三
条

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
の
法
第
三
十
二
条
第
七
項
、
第
三
十
三
条

第
一
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条
、
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二

第
一
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条
、
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二

項
、
第
三
十
六
条
第
三
項
、
第
三
十
八
条
第
四
項
、
第
三
十
八
条
の
二
第
四
項
、
第
三

項
、
第
三
十
六
条
第
三
項
、
第
三
十
八
条
第
四
項
、
第
三
十
八
条
の
二
第
四
項
並
び
に

4



十
九
条
第
六
項
並
び
に
第
四
十
条
第
五
項
の
規
定
並
び
に
第
三
十
八
条
第
二
項
及
び
第

第
三
十
九
条
第
六
項
の
規
定
並
び
に
第
三
十
八
条
第
二
項
及
び
第
四
十
一
条
の
規
定
の

四
十
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
信
託
の
併
合
は
合
併
と
み
な
し
、
信
託
の
併

適
用
に
つ
い
て
は
、
信
託
の
併
合
は
合
併
と
み
な
し
、
信
託
の
併
合
に
係
る
従
前
の
信

合
に
係
る
従
前
の
信
託
で
あ
る
法
人
課
税
信
託
等
（
法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る

託
で
あ
る
法
人
課
税
信
託
等
（
法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
法
人
課
税
信
託
等
を

法
人
課
税
信
託
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
受
託
事
業
者
は

い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
受
託
事
業
者
は
被
合
併
法
人
に
含
ま

被
合
併
法
人
に
含
ま
れ
る
も
の
と
、
信
託
の
併
合
に
係
る
新
た
な
信
託
で
あ
る
法
人
課

れ
る
も
の
と
、
信
託
の
併
合
に
係
る
新
た
な
信
託
で
あ
る
法
人
課
税
信
託
等
に
係
る
受

税
信
託
等
に
係
る
受
託
事
業
者
は
合
併
法
人
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
、
信
託
の
分
割
は

託
事
業
者
は
合
併
法
人
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
、
信
託
の
分
割
は
法
人
の
分
割
と
み
な

法
人
の
分
割
と
み
な
し
、
信
託
の
分
割
に
よ
り
そ
の
信
託
財
産
の
一
部
を
受
託
者
を
同

し
、
信
託
の
分
割
に
よ
り
そ
の
信
託
財
産
の
一
部
を
受
託
者
を
同
一
と
す
る
他
の
信
託

一
と
す
る
他
の
信
託
又
は
新
た
な
信
託
の
信
託
財
産
と
し
て
移
転
す
る
法
人
課
税
信
託

又
は
新
た
な
信
託
の
信
託
財
産
と
し
て
移
転
す
る
法
人
課
税
信
託
等
に
係
る
受
託
事
業

等
に
係
る
受
託
事
業
者
は
分
割
法
人
に
含
ま
れ
る
も
の
と
、
信
託
の
分
割
に
よ
り
受
託

者
は
分
割
法
人
に
含
ま
れ
る
も
の
と
、
信
託
の
分
割
に
よ
り
受
託
者
を
同
一
と
す
る
他

者
を
同
一
と
す
る
他
の
信
託
か
ら
そ
の
信
託
財
産
の
一
部
の
移
転
を
受
け
る
法
人
課
税

の
信
託
か
ら
そ
の
信
託
財
産
の
一
部
の
移
転
を
受
け
る
法
人
課
税
信
託
等
に
係
る
受
託

信
託
等
に
係
る
受
託
事
業
者
は
分
割
承
継
法
人
に
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。

事
業
者
は
分
割
承
継
法
人
に
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。

２
～

省

略

２
～

同

上

13

13

法
人
課
税
信
託
等
の
固
有
事
業
者
が
特
定
少
額
資
産
販
売
事
業
者
で
あ
る
場
合
に
お

14
け
る
当
該
法
人
課
税
信
託
等
の
受
託
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
法
第
五
十
七
条
の
七
第
一

項
の
登
録
を
受
け
た
も
の
と
み
な
し
て
、
法
及
び
こ
の
政
令
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
八
条
の
二
第
二
項
第
一
号
中
「
特
定
少
額
資
産
販
売
事
業
者

」
と
あ
る
の
は
「
第
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
受
託
事
業
者
に
係
る
同
条
第
一
項
に

規
定
す
る
法
人
課
税
信
託
等
の
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
固
有
事
業
者
」
と
、
法
第
五

十
七
条
の
八
第
一
号
中
「
当
該
特
定
少
額
資
産
販
売
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
特

定
少
額
資
産
の
譲
渡
を
行
つ
た
第
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
受
託
事
業
者
に
係
る
同

条
第
一
項
に
規
定
す
る
法
人
課
税
信
託
等
の
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
固
有
事
業
者
」

と
す
る
。

・

省

略

・

同

上

15

16

14

15

（
第
一
種
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
が
合
併
等
を
行
つ
た
場
合
の
取
扱
い
等
）

（
特
定
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
が
合
併
等
を
行
つ
た
場
合
の
取
扱
い
等
）

第
二
十
九
条

事
業
者
が
、
第
一
種
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
（
法
第
十
五
条
の
二
第

第
二
十
九
条

事
業
者
が
、
特
定
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
（
法
第
十
五
条
の
二
第
一

一
項
に
規
定
す
る
第
一
種
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第

項
に
規
定
す
る
特
定
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
五
項

五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
デ

る
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
い
う
。
第
五
項
第
一
号
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ

ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
い
う
。
第
五
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
事

。
）
に
係
る
事
業
を
合
併
若
し
く
は
分
割
に
よ
り
承
継
し
、
又
は
当
該
事
業
を
譲
り
受

業
を
合
併
若
し
く
は
分
割
に
よ
り
承
継
し
、
又
は
当
該
事
業
を
譲
り
受
け
た
場
合
に
は

け
た
場
合
に
は
、
当
該
事
業
を
承
継
し
た
合
併
法
人
若
し
く
は
分
割
承
継
法
人
又
は
当

、
当
該
事
業
を
承
継
し
た
合
併
法
人
若
し
く
は
分
割
承
継
法
人
又
は
当
該
事
業
を
譲
り

該
事
業
を
譲
り
受
け
た
事
業
者
（
第
一
種
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
を
除
く
。
次
項

受
け
た
事
業
者
（
特
定
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
「
合
併

に
お
い
て
「
合
併
法
人
等
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
合
併
若
し
く
は
分
割
又
は
譲
受
け

法
人
等
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
合
併
若
し
く
は
分
割
又
は
譲
受
け
が
あ
つ
た
日
に
同

5



が
あ
つ
た
日
に
法
第
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、

す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
後
段
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

同
項
後
段
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

２

合
併
法
人
等
に
つ
い
て
の
法
第
十
五
条
の
二
第
三
項
本
文
、
第
四
項
及
び
第
五
項
の

２

合
併
法
人
等
に
つ
い
て
の
法
第
十
五
条
の
二
第
三
項
本
文
、
第
四
項
及
び
第
五
項
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
三
項
本
文
中
「
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
種
プ
ラ

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
三
項
本
文
中
「
前
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
プ
ラ
ッ

ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
と
し
て
指
定
を
受
け
る
べ
き
者
は
、
同
項
の
課
税
期
間
に
係
る

ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
と
し
て
指
定
を
受
け
る
べ
き
者
は
、
そ
の
課
税
期
間
に
係
る
第
四

第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
期
限
（
同
項
の
規
定
に
よ
る
申
告

十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
期
限
（
同
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
の
義

の
義
務
が
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
申
告
の
義
務
が
あ
る
と
し
た
場
合
の
同
項
の

務
が
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
申
告
の
義
務
が
あ
る
と
し
た
場
合
の
同
項
の
規
定

規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
期
限
）
ま
で
に
」
と
あ
る
の
は
「
消
費
税
法
施
行
令
第
二

に
よ
る
申
告
書
の
提
出
期
限
）
ま
で
に
」
と
あ
る
の
は
「
消
費
税
法
施
行
令
第
二
十
九

十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
合
併
法
人
等
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
者
は
、
そ
の
合

条
第
一
項
に
規
定
す
る
合
併
法
人
等
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
者
は
、
そ
の
合
併
若

併
若
し
く
は
分
割
又
は
譲
受
け
の
日
後
遅
滞
な
く
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
第
二
項
の

し
く
は
分
割
又
は
譲
受
け
の
日
後
遅
滞
な
く
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
第
二
項
の
規
定

規
定
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
消
費
税
法
施
行
令
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
消
費
税
法
施
行
令
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
二

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
」
と
、
「
指
定
し
た
」
と

項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
」
と
、
「
指
定
し
た
」
と
あ
る

あ
る
の
は
「
把
握
し
た
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
前
項
の
通
知
を
受
け
た
」
と
あ
る
の

の
は
「
把
握
し
た
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
前
項
の
通
知
を
受
け
た
」
と
あ
る
の
は
「

は
「
前
項
の
」
と
す
る
。

前
項
の
」
と
す
る
。

３

法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
国
外
事
業
者
の
法
第
三
十
条
、

３

法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
国
外
事
業
者
の
法
第
三
十
条
、

第
三
十
二
条
、
第
三
十
四
条
及
び
第
三
十
五
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
法
第
三

第
三
十
二
条
、
第
三
十
四
条
及
び
第
三
十
五
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
法
第
三

十
条
第
二
項
第
一
号
、
第
三
十
二
条
第
一
項
第
二
号
イ
及
び
第
四
項
第
二
号
イ
、
第
三

十
条
第
二
項
第
一
号
、
第
三
十
二
条
第
一
項
第
二
号
イ
及
び
第
四
項
第
二
号
イ
、
第
三

十
四
条
第
一
項
並
び
に
第
三
十
五
条
中
「
課
税
資
産
の
譲
渡
等
に
」
と
あ
る
の
は
、
「

十
四
条
第
一
項
並
び
に
第
三
十
五
条
中
「
課
税
資
産
の
譲
渡
等
に
」
と
あ
る
の
は
、
「

課
税
資
産
の
譲
渡
等
（
第
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
含
む

課
税
資
産
の
譲
渡
等
（
第
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
電
気
通
信
利

。
）
に
」
と
す
る
。

用
役
務
の
提
供
を
含
む
。
）
に
」
と
す
る
。

４

省

略

４

同

上

５

法
第
十
五
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

５

同

上

と
す
る
。

一

第
一
種
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
に
係
る
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
名

一

特
定
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
に
係
る
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
名
称

称
二

第
一
種
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称

二

特
定
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称

三

省

略

三

同

上

（
第
二
種
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
が
合
併
等
を
行
つ
た
場
合
の
取
扱
い
等
）

第
三
十
条

事
業
者
が
、
第
二
種
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
（
法
第
十
五
条
の
三
第
一

第
三
十
条

削
除

項
に
規
定
す
る
第
二
種
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
五

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
係
る
事
業
を
合
併
若
し
く

は
分
割
に
よ
り
承
継
し
、
又
は
当
該
事
業
を
譲
り
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
事
業
を
承
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継
し
た
合
併
法
人
若
し
く
は
分
割
承
継
法
人
又
は
当
該
事
業
を
譲
り
受
け
た
事
業
者
（

第
二
種
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
「
合
併
法
人
等
」
と
い

う
。
）
は
、
当
該
合
併
若
し
く
は
分
割
又
は
譲
受
け
が
あ
つ
た
日
に
同
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
後
段
の
規

定
は
、
適
用
し
な
い
。

２

合
併
法
人
等
に
つ
い
て
の
法
第
十
五
条
の
三
第
三
項
本
文
、
第
四
項
及
び
第
五
項
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
三
項
本
文
中
「
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
種
プ
ラ

ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
と
し
て
指
定
を
受
け
る
べ
き
者
は
、
同
項
の
課
税
期
間
に
係
る

第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
期
限
（
同
項
の
規
定
に
よ
る
申
告

の
義
務
が
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
申
告
の
義
務
が
あ
る
と
し
た
場
合
の
同
項
の

規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
期
限
）
ま
で
に
」
と
あ
る
の
は
「
消
費
税
法
施
行
令
第
三

十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
合
併
法
人
等
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
者
は
、
そ
の
合
併

若
し
く
は
分
割
又
は
譲
受
け
の
日
後
遅
滞
な
く
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
消
費
税
法
施
行
令
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
」
と
、
「
指
定
し
た
」
と
あ
る

の
は
「
把
握
し
た
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
前
項
の
通
知
を
受
け
た
」
と
あ
る
の
は
「

前
項
の
」
と
す
る
。

３

法
第
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
同
項
第
一
号
の
国
外
事
業
者
及

び
同
項
第
二
号
の
事
業
者
の
法
第
三
十
条
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
四
条
及
び
第
三
十

五
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
法
第
三
十
条
第
二
項
第
一
号
、
第
三
十
二
条
第
一

項
第
二
号
イ
及
び
第
四
項
第
二
号
イ
、
第
三
十
四
条
第
一
項
並
び
に
第
三
十
五
条
中
「

課
税
資
産
の
譲
渡
等
に
」
と
あ
る
の
は
、
「
課
税
資
産
の
譲
渡
等
（
第
十
五
条
の
三
第

一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
含
む
。
）
に
」
と
す
る
。

４

法
第
十
五
条
の
三
第
四
項
、
第
六
項
又
は
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

５

法
第
十
五
条
の
三
第
四
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

と
す
る
。

一

第
二
種
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
に
係
る
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
名

称
二

第
二
種
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称

三

法
第
十
五
条
の
三
第
二
項
の
指
定
の
効
力
が
生
ず
る
年
月
日

（
輸
入
の
許
可
前
に
引
き
取
る
課
税
貨
物
に
係
る
消
費
税
額
の
控
除
の
時
期
の
特
例
）

（
輸
入
の
許
可
前
に
引
き
取
る
課
税
貨
物
に
係
る
消
費
税
額
の
控
除
の
時
期
の
特
例
）
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第
四
十
六
条
の
二

事
業
者
が
、
関
税
法
第
七
十
三
条
第
一
項
（
輸
入
の
許
可
前
に
お
け

第
四
十
六
条
の
二

事
業
者
が
、
関
税
法
第
七
十
三
条
第
一
項
（
輸
入
の
許
可
前
に
お
け

る
貨
物
の
引
取
り
）
の
規
定
に
よ
り
税
関
長
の
承
認
を
受
け
て
輸
入
の
許
可
前
に
保
税

る
貨
物
の
引
取
り
）
の
規
定
に
よ
り
税
関
長
の
承
認
を
受
け
て
輸
入
の
許
可
前
に
保
税

地
域
か
ら
課
税
貨
物
（
法
第
八
条
の
二
第
一
項
そ
の
他
の
法
律
又
は
条
約
の
規
定
に
よ

地
域
か
ら
課
税
貨
物
（
法
律
又
は
条
約
の
規
定
に
よ
り
消
費
税
が
免
除
さ
れ
る
も
の
を

り
消
費
税
が
免
除
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
引
き
取

除
く
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
引
き
取
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
課
税

つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
課
税
貨
物
の
引
取
り
に
係
る
消
費
税
額
（
附
帯
税
の
額
に

貨
物
の
引
取
り
に
係
る
消
費
税
額
（
附
帯
税
の
額
に
相
当
す
る
額
を
除
く
。
以
下
こ
の

相
当
す
る
額
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
当
該
引
取
り
の
日
の
属
す

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
当
該
引
取
り
の
日
の
属
す
る
課
税
期
間
の
末
日
ま
で
に
納
付

る
課
税
期
間
の
末
日
ま
で
に
納
付
し
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
課
税
貨
物
の
引
取
り
に

し
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
課
税
貨
物
の
引
取
り
に
係
る
消
費
税
額
に
つ
い
て
は
、
そ

係
る
消
費
税
額
に
つ
い
て
は
、
そ
の
納
付
し
た
日
の
属
す
る
課
税
期
間
に
お
い
て
法
第

の
納
付
し
た
日
の
属
す
る
課
税
期
間
に
お
い
て
法
第
三
十
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
の

三
十
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
を
含

規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
を
含
む
。
第
五
十
条
第
一
項
及
び
第
二

む
。
第
五
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

で
き
る
。

２

省

略

２

同

上

（
課
税
売
上
割
合
の
計
算
方
法
）

（
課
税
売
上
割
合
の
計
算
方
法
）

第
四
十
八
条

省

略

第
四
十
八
条

同

上

２

前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
資
産
の
譲
渡
等
に
は
、
事
業
者
が
行
う
次
に
掲
げ
る
資
産

２

同

上

の
譲
渡
は
、
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

一

法
別
表
第
二
第
二
号
に
規
定
す
る
支
払
手
段
又
は
第
九
条
第
四
項
に
規
定
す
る
電

一

法
別
表
第
二
第
二
号
に
規
定
す
る
支
払
手
段
又
は
第
九
条
第
四
項
に
規
定
す
る
電

子
決
済
手
段
若
し
く
は
特
別
引
出
権
の
譲
渡

子
決
済
手
段
、
暗
号
資
産
若
し
く
は
特
別
引
出
権
の
譲
渡

二
・
三

省

略

二
・
三

同

上

３
・
４

省

略

３
・
４

同

上

５

事
業
者
が
法
別
表
第
二
第
二
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
（
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す

５

事
業
者
が
法
別
表
第
二
第
二
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
（
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す

る
ゴ
ル
フ
場
利
用
株
式
等
を
除
く
。
）
並
び
に
同
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲

る
ゴ
ル
フ
場
利
用
株
式
等
を
除
く
。
）
並
び
に
同
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲

げ
る
権
利
の
譲
渡
を
し
た
場
合
（
当
該
譲
渡
が
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
現
先
取
引
債

げ
る
権
利
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
有
価
証
券
等
」
と
い
う
。
）
の
譲
渡
を
し
た
場

券
等
の
譲
渡
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
現
先
取
引
債
券
等
の
売
戻
し
に
該
当
す
る
場
合

合
（
当
該
譲
渡
が
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
現
先
取
引
債
券
等
の
譲
渡
又
は
第
三
項
に

を
除
く
。
）
、
同
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
暗
号
資
産
の
譲
渡
を
し
た
場
合
又
は
同

規
定
す
る
現
先
取
引
債
券
等
の
売
戻
し
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
又
は
同
条
第
一

項
第
四
号
に
掲
げ
る
金
銭
債
権
（
資
産
の
譲
渡
等
を
行
つ
た
者
が
当
該
資
産
の
譲
渡
等

項
第
四
号
に
掲
げ
る
金
銭
債
権
（
資
産
の
譲
渡
等
を
行
つ
た
者
が
当
該
資
産
の
譲
渡
等

の
対
価
と
し
て
取
得
し
た
も
の
を
除
く
。
）
の
譲
渡
を
し
た
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
譲

の
対
価
と
し
て
取
得
し
た
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
譲
渡
を

渡
に
係
る
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
資
産
の
譲
渡
等
の
対
価
の
額
は
、
こ
れ
ら
の
譲

し
た
場
合
に
は
、
当
該
譲
渡
に
係
る
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
資
産
の
譲
渡
等
の
対

渡
の
対
価
の
額
の
百
分
の
五
に
相
当
す
る
金
額
と
す
る
。

価
の
額
は
、
当
該
有
価
証
券
等
又
は
金
銭
債
権
の
譲
渡
の
対
価
の
額
の
百
分
の
五
に
相

当
す
る
金
額
と
す
る
。

６

省

略

６

同

上
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（
課
税
仕
入
れ
等
の
税
額
の
控
除
に
係
る
帳
簿
等
の
記
載
事
項
等
）

（
課
税
仕
入
れ
等
の
税
額
の
控
除
に
係
る
帳
簿
等
の
記
載
事
項
等
）

第
四
十
九
条

法
第
三
十
条
第
七
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る

第
四
十
九
条

同

上

場
合
と
す
る
。

一

課
税
仕
入
れ
が
次
に
掲
げ
る
課
税
仕
入
れ
に
該
当
す
る
場
合
（
法
第
三
十
条
第
七

一

同

上

項
に
規
定
す
る
帳
簿
に
次
に
掲
げ
る
課
税
仕
入
れ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
旨
及
び

当
該
課
税
仕
入
れ
の
相
手
方
の
住
所
又
は
所
在
地
（
国
税
庁
長
官
が
指
定
す
る
者
に

係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
記
載
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）

イ
・
ロ

省

略

イ
・
ロ

同

上

ハ

課
税
仕
入
れ
に
係
る
資
産
が
次
に
掲
げ
る
資
産
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

ハ

同

上

に
お
け
る
当
該
課
税
仕
入
れ
（
当
該
資
産
が
棚
卸
資
産
（
消
耗
品
を
除
く
。
）
に

該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
）

⑴
～
⑶

省

略

⑴
～
⑶

同

上

⑷

盗
難
特
定
金
属
製
物
品
の
処
分
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律

第
七
十
五
号
）
第
二
条
第
四
号
（
定
義
）
に
規
定
す
る
特
定
金
属
く
ず
買
受
業

を
営
む
同
法
第
三
条
第
一
項
（
特
定
金
属
く
ず
買
受
業
の
届
出
）
の
届
出
を
行

つ
た
事
業
者
が
、
他
の
者
か
ら
買
い
受
け
た
特
定
金
属
く
ず
（
同
法
第
二
条
第

三
号
に
規
定
す
る
特
定
金
属
く
ず
を
い
う
。
⑸
に
お
い
て
同
じ
。
）

⑸

再
生
資
源
卸
売
業
そ
の
他
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
か
ら
再
生
資
源
等
（
資
源

⑷

再
生
資
源
卸
売
業
そ
の
他
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
か
ら
再
生
資
源
等
（
資
源

の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
二

の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
二

条
第
四
項
（
定
義
）
に
規
定
す
る
再
生
資
源
及
び
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
再

条
第
四
項
（
定
義
）
に
規
定
す
る
再
生
資
源
及
び
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
再

生
部
品
を
い
い
、
特
定
金
属
く
ず
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
課
税

生
部
品
を
い
う
。
）
に
係
る
課
税
仕
入
れ
を
行
う
事
業
を
営
む
事
業
者
が
、
他

仕
入
れ
を
行
う
事
業
を
営
む
事
業
者
が
、
他
の
者
か
ら
買
い
受
け
た
当
該
再
生

の
者
か
ら
買
い
受
け
た
当
該
再
生
資
源
等

資
源
等

ニ

省

略

ニ

同

上

二

省

略

二

同

上

２
～

省

略

２
～

同

上

10

10

（
非
課
税
資
産
の
輸
出
等
を
行
つ
た
場
合
の
課
税
売
上
割
合
の
計
算
の
方
法
等
）

（
非
課
税
資
産
の
輸
出
等
を
行
つ
た
場
合
の
課
税
売
上
割
合
の
計
算
の
方
法
等
）

第
五
十
一
条

省

略

第
五
十
一
条

同

上

２
・
３

省

略

２
・
３

同

上

４

前
項
に
規
定
す
る
資
産
の
価
額
は
、
当
該
資
産
が
対
価
を
得
て
輸
出
さ
れ
る
も
の
と

４

前
項
に
規
定
す
る
資
産
の
価
額
は
、
当
該
資
産
が
対
価
を
得
て
輸
出
さ
れ
る
も
の
と

し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
資
産
の
関
税
法
施
行
令
第
五
十
九
条
の
二
第
二
項
（
申
告
す

し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
資
産
の
関
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
号

べ
き
数
量
及
び
価
格
）
の
本
邦
の
輸
出
港
に
お
け
る
本
船
甲
板
渡
し
価
格
（
航
空
機
に

）
第
五
十
九
条
の
二
第
二
項
（
申
告
す
べ
き
数
量
及
び
価
格
）
の
本
邦
の
輸
出
港
に
お

9



よ
つ
て
輸
出
さ
れ
る
資
産
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
準
ず
る
条
件
に
よ
る
価
格
）
と
す
る
。

け
る
本
船
甲
板
渡
し
価
格
（
航
空
機
に
よ
つ
て
輸
出
さ
れ
る
資
産
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

に
準
ず
る
条
件
に
よ
る
価
格
）
と
す
る
。

（
中
小
事
業
者
の
仕
入
れ
に
係
る
消
費
税
額
の
控
除
の
特
例
）

（
中
小
事
業
者
の
仕
入
れ
に
係
る
消
費
税
額
の
控
除
の
特
例
）

第
五
十
七
条

省

略

第
五
十
七
条

同

上

２

事
業
者
の
営
む
事
業
が
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
又
は
第
四
種
事
業
の
う
ち
二
以
上

２

同

上

の
事
業
で
あ
る
場
合
に
は
、
法
第
三
十
七
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め

る
率
は
、
次
の
各
号
に
規
定
す
る
残
額
の
合
計
額
（
次
項
に
お
い
て
「
売
上
げ
に
係
る

消
費
税
額
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
に
当
該
各
号
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
の
占
め
る
割

合
と
す
る
。

一

当
該
課
税
期
間
中
に
国
内
に
お
い
て
行
つ
た
第
一
種
事
業
に
係
る
課
税
資
産
の
譲

一

当
該
課
税
期
間
中
に
国
内
に
お
い
て
行
つ
た
第
一
種
事
業
に
係
る
課
税
資
産
の
譲

渡
等
（
特
定
少
額
資
産
の
譲
渡
に
該
当
す
る
も
の
及
び
法
第
七
条
第
一
項
、
法
第
八

渡
等
に
係
る
消
費
税
額
の
合
計
額
か
ら
当
該
課
税
期
間
中
に
行
つ
た
第
一
種
事
業
に

条
第
一
項
そ
の
他
の
法
律
又
は
条
約
の
規
定
に
よ
り
消
費
税
が
免
除
さ
れ
る
も
の
を

係
る
法
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
売
上
げ
に
係
る
対
価
の
返
還
等
の
金
額
に

除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
消
費
税
額
の
合
計
額
か
ら
当
該
課

係
る
消
費
税
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
売
上
げ
に
係
る
対
価
の
返
還
等
の
金
額

税
期
間
中
に
行
つ
た
第
一
種
事
業
に
係
る
法
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
売
上

に
係
る
消
費
税
額
」
と
い
う
。
）
の
合
計
額
を
控
除
し
た
残
額
（
次
項
第
二
号
イ
に

げ
に
係
る
対
価
の
返
還
等
の
金
額
に
係
る
消
費
税
額
（
特
定
少
額
資
産
の
譲
渡
に
係

お
い
て
「
第
一
種
事
業
に
係
る
消
費
税
額
」
と
い
う
。
）
に
百
分
の
九
十
を
乗
じ
て

る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
売
上
げ
に
係
る
対
価
の
返
還
等
の
金
額

計
算
し
た
金
額

に
係
る
消
費
税
額
」
と
い
う
。
）
の
合
計
額
を
控
除
し
た
残
額
（
次
項
第
二
号
イ
に

お
い
て
「
第
一
種
事
業
に
係
る
消
費
税
額
」
と
い
う
。
）
に
百
分
の
九
十
を
乗
じ
て

計
算
し
た
金
額

二
～
六

省

略

二
～
六

同

上

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
法
第
三
十
七
条

３

同

上

第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
率
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

一

当
該
事
業
者
の
当
該
課
税
期
間
に
お
け
る
課
税
売
上
高
（
当
該
課
税
期
間
中
に
国

一

当
該
事
業
者
の
当
該
課
税
期
間
に
お
け
る
課
税
売
上
高
（
当
該
課
税
期
間
中
に
国

内
に
お
い
て
行
つ
た
課
税
資
産
の
譲
渡
等
の
対
価
の
額
の
合
計
額
か
ら
当
該
課
税
期

内
に
お
い
て
行
つ
た
課
税
資
産
の
譲
渡
等
（
法
第
七
条
第
一
項
、
第
八
条
第
一
項
そ

間
中
に
行
つ
た
売
上
げ
に
係
る
税
抜
対
価
の
返
還
等
の
金
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た

の
他
の
法
律
又
は
条
約
の
規
定
に
よ
り
消
費
税
が
免
除
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
以
下

残
額
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
に
当
該
課
税
期
間
中
に
国
内
に
お

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
対
価
の
額
の
合
計
額
か
ら
当
該
課
税
期
間
中
に
行
つ

い
て
行
つ
た
特
定
一
事
業
（
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
又
は
第
四
種
事
業
の
う
ち

た
売
上
げ
に
係
る
税
抜
対
価
の
返
還
等
の
金
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
残
額
を
い
う

一
の
事
業
を
い
う
。
）
に
係
る
課
税
資
産
の
譲
渡
等
の
対
価
の
額
の
合
計
額
か
ら
当

。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
に
当
該
課
税
期
間
中
に
国
内
に
お
い
て
行
つ
た

該
課
税
期
間
中
に
行
つ
た
当
該
特
定
一
事
業
に
係
る
売
上
げ
に
係
る
税
抜
対
価
の
返

特
定
一
事
業
（
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
又
は
第
四
種
事
業
の
う
ち
一
の
事
業
を

還
等
の
金
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
残
額
の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
七
十
五
以
上
で

い
う
。
）
に
係
る
課
税
資
産
の
譲
渡
等
の
対
価
の
額
の
合
計
額
か
ら
当
該
課
税
期
間
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あ
る
場
合

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
割
合

中
に
行
つ
た
当
該
特
定
一
事
業
に
係
る
売
上
げ
に
係
る
税
抜
対
価
の
返
還
等
の
金
額

の
合
計
額
を
控
除
し
た
残
額
の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
七
十
五
以
上
で
あ
る
場
合

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
割
合

イ
～
ヘ

省

略

イ
～
ヘ

同

上

二

省

略

二

同

上

４

省

略

４

同

上

５

前
各
項
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と

５

同

上

こ
ろ
に
よ
る
。

一
～
六

省

略

一
～
六

同

上

七

売
上
げ
に
係
る
税
抜
対
価
の
返
還
等
の
金
額

法
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す

七

売
上
げ
に
係
る
税
抜
対
価
の
返
還
等
の
金
額

法
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す

る
売
上
げ
に
係
る
対
価
の
返
還
等
の
金
額
（
特
定
少
額
資
産
の
譲
渡
に
係
る
も
の
を

る
売
上
げ
に
係
る
対
価
の
返
還
等
の
金
額
か
ら
同
項
に
規
定
す
る
売
上
げ
に
係
る
対

除
く
。
）
か
ら
同
項
に
規
定
す
る
売
上
げ
に
係
る
対
価
の
返
還
等
の
金
額
に
係
る
消

価
の
返
還
等
の
金
額
に
係
る
消
費
税
額
に
七
十
八
分
の
百
を
乗
じ
て
算
出
し
た
金
額

費
税
額
（
特
定
少
額
資
産
の
譲
渡
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
七
十
八
分
の
百
を
乗

を
控
除
し
た
金
額
を
い
う
。

じ
て
算
出
し
た
金
額
を
控
除
し
た
金
額
を
い
う
。

６

省

略

６

同

上

（
課
税
貨
物
に
消
費
税
が
課
さ
れ
た
場
合
の
消
費
税
額
の
控
除
に
係
る
書
類
の
保
存
方

法
）

第
六
十
一
条

法
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
者
は
、
同

第
六
十
一
条

削
除

条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
を
整
理
し
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
課
税
貨
物
に
消
費

税
が
課
さ
れ
た
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
の
属
す
る
課
税
期
間
に
係
る
確
定

申
告
書
の
提
出
期
限
の
翌
日
か
ら
七
年
間
、
こ
れ
を
当
該
事
業
者
の
納
税
地
又
は
そ
の

取
引
に
係
る
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
の
所
在
地
に
保
存
（
当

該
書
類
が
電
磁
的
記
録
（
第
四
十
九
条
第
十
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。
次

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
財
務
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
る

保
存
に
限
る
。
）
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
に
規
定
す
る
課
税
期
間
に
係
る
確
定
申
告
書
の
提
出
期
限
の
翌
日
か
ら
五
年
を
経

過
し
た
日
以
後
の
期
間
に
お
け
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
保
存
（
同
項
の
規
定
に
よ
る
電
磁

的
記
録
の
保
存
を
除
く
。
）
は
、
財
務
大
臣
の
定
め
る
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
申
告
期
限
延
長
法
人
に
係
る
中
間
申
告
等
の
特
例
）

（
申
告
期
限
延
長
法
人
に
係
る
中
間
申
告
等
の
特
例
）

第
六
十
三
条
の
二

省

略

第
六
十
三
条
の
二

同

上

２

法
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
十
八
条
第
十

２

法
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
十
八
条
第
十
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項
、
第
五
十
条
、
第
五
十
四
条
第
三
項
及
び
第
五
項
、
第
五
十
八
条
の
二
第
二
項
及
び

項
、
第
五
十
条
、
第
五
十
四
条
第
三
項
及
び
第
五
項
、
第
五
十
八
条
の
二
第
二
項
及
び

第
三
項
、
第
五
十
八
条
の
三
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
七
十
条
の
十
三
の
規
定
の

第
三
項
、
第
五
十
八
条
の
三
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
七
十
条
の
十
三
並
び
に
第
七
十

適
用
に
つ
い
て
は
、
第
十
八
条
第
十
項
中
「
経
過
し
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
経
過
し
た

一
条
第
二
項
及
び
第
五
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
十
八
条
第
十
項
中
「
経
過

日
（
法
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
課
税
期
間

し
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
経
過
し
た
日
（
法
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用

に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
消
費
税
申
告
書
の
提
出
期
限
の
翌
日
）
」
と
、
第
五
十
条
第

が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
課
税
期
間
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
消
費
税
申
告
書
の
提
出

一
項
中
「
経
過
し
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
経
過
し
た
日
（
法
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項

期
限
の
翌
日
）
」
と
、
第
五
十
条
第
一
項
中
「
経
過
し
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
経
過
し

の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
課
税
期
間
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
消
費
税

た
日
（
法
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
課
税
期

申
告
書
の
提
出
期
限
の
翌
日
。
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
第
五
十

間
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
消
費
税
申
告
書
の
提
出
期
限
の
翌
日
。
次
項
及
び
第
三
項

四
条
第
三
項
中
「
経
過
し
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
経
過
し
た
日
（
法
第
四
十
五
条
の
二

に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
第
五
十
四
条
第
三
項
中
「
経
過
し
た
日
」
と
あ
る
の
は
「

第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
課
税
期
間
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る

経
過
し
た
日
（
法
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

消
費
税
申
告
書
の
提
出
期
限
の
翌
日
。
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
第
五
十
八

課
税
期
間
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
消
費
税
申
告
書
の
提
出
期
限
の
翌
日
。
第
五
項
に

条
の
二
第
二
項
、
第
五
十
八
条
の
三
第
二
項
及
び
第
七
十
条
の
十
三
第
一
項
中
「
経
過

お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
第
五
十
八
条
の
二
第
二
項
、
第
五
十
八
条
の
三
第
二
項
及
び

し
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
経
過
し
た
日
（
法
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用

第
七
十
条
の
十
三
第
一
項
中
「
経
過
し
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
経
過
し
た
日
（
法
第
四

が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
課
税
期
間
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
消
費
税
申
告
書
の
提
出

十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
課
税
期
間
に
係
る
同
項

期
限
の
翌
日
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
す
る
。

に
規
定
す
る
消
費
税
申
告
書
の
提
出
期
限
の
翌
日
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、

第
七
十
一
条
第
二
項
中
「
経
過
し
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
経
過
し
た
日
（
法
第
四
十
五

条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
課
税
期
間
に
係
る
同
項
に
規

定
す
る
消
費
税
申
告
書
の
提
出
期
限
の
翌
日
。
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
す
る
。

３

省

略

３

同

上

（
特
定
国
外
事
業
者
に
係
る
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
の
登
録
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
特
定
国
外
事
業
者
に
係
る
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
の
登
録
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
七
十
条
の
三

登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
国
外
事
業
者
（
法
第
五
十
七
条
の
二
第

第
七
十
条
の
三

登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
第
五
十
七
条
の
二
第
五
項
第
一
号
に
規
定

五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
国
外
事
業
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。

す
る
特
定
国
外
事
業
者
は
、
同
条
第
二
項
の
申
請
書
に
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
を
添

）
は
、
同
条
第
二
項
の
申
請
書
に
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
提
出
す
る
も

付
し
て
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

（
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
登
録
簿
の
登
載
事
項
等
）

（
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
登
録
簿
の
登
載
事
項
等
）

第
七
十
条
の
五

法
第
五
十
七
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次

第
七
十
条
の
五

同

上

に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
～
三

省

略

一
～
三

同

上

四

特
定
国
外
事
業
者
以
外
の
国
外
事
業
者
に
あ
つ
て
は
、
国
内
に
お
い
て
行
う
資
産

四

法
第
五
十
七
条
の
二
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
国
外
事
業
者
以
外
の
国
外

の
譲
渡
等
に
係
る
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
の
所
在
地

事
業
者
に
あ
つ
て
は
、
国
内
に
お
い
て
行
う
資
産
の
譲
渡
等
に
係
る
事
務
所
、
事
業

所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
の
所
在
地
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２
・
３

省

略

２
・
３

同

上

（
特
定
国
外
事
業
者
に
係
る
特
定
少
額
資
産
販
売
事
業
者
の
登
録
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
七
十
条
の
十
五

法
第
五
十
七
条
の
七
第
一
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
国
外

事
業
者
は
、
同
条
第
二
項
の
申
請
書
に
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
提
出
す

る
も
の
と
す
る
。

（
特
定
少
額
資
産
販
売
事
業
者
登
録
簿
の
登
載
事
項
等
）

第
七
十
条
の
十
六

法
第
五
十
七
条
の
七
第
四
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
項
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
登
録
番
号

二

登
録
年
月
日

三

法
人
（
人
格
の
な
い
社
団
等
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
本
店
又
は
主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

四

特
定
国
外
事
業
者
以
外
の
国
外
事
業
者
に
あ
つ
て
は
、
国
内
に
お
い
て
行
う
資
産

の
譲
渡
等
に
係
る
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
の
所
在
地

２

法
第
五
十
七
条
の
七
第
四
項
、
第
九
項
又
は
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

３

法
第
五
十
七
条
の
七
第
十
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
日
は
、
同
号
の
届

出
書
の
提
出
が
あ
つ
た
日
の
属
す
る
課
税
期
間
の
翌
課
税
期
間
の
初
日
か
ら
起
算
し
て

十
五
日
前
の
日
と
す
る
。

（
帳
簿
の
備
付
け
等
）

（
帳
簿
の
備
付
け
等
）

第
七
十
一
条

事
業
者
（
法
第
九
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
消
費
税
を
納
め
る
義
務

第
七
十
一
条

事
業
者
（
法
第
九
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
消
費
税
を
納
め
る
義
務

が
免
除
さ
れ
る
事
業
者
を
除
く
。
）
は
、
帳
簿
を
備
え
付
け
て
こ
れ
に
そ
の
行
つ
た
資

が
免
除
さ
れ
る
事
業
者
を
除
く
。
）
は
、
帳
簿
を
備
え
付
け
て
こ
れ
に
そ
の
行
つ
た
資

産
の
譲
渡
等
又
は
課
税
仕
入
れ
若
し
く
は
課
税
貨
物
（
法
第
八
条
の
二
第
一
項
そ
の
他

産
の
譲
渡
等
又
は
課
税
仕
入
れ
若
し
く
は
課
税
貨
物
（
法
律
又
は
条
約
の
規
定
に
よ
り

の
法
律
又
は
条
約
の
規
定
に
よ
り
消
費
税
が
免
除
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
章

消
費
税
が
免
除
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
保
税
地
域

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
保
税
地
域
か
ら
の
引
取
り
に
関
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項

か
ら
の
引
取
り
に
関
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
整
然
と
、
か
つ
、
明
瞭
に
記
録

を
整
然
と
、
か
つ
、
明
瞭
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
に
規
定
す
る
事
業
者
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
記
録
し
た
帳
簿
を
整
理
し
、
こ

２

前
項
に
規
定
す
る
事
業
者
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
記
録
し
た
帳
簿
を
整
理
し
、
こ

れ
を
そ
の
帳
簿
の
閉
鎖
の
日
の
属
す
る
課
税
期
間
に
係
る
確
定
申
告
書
の
提
出
期
限
の

れ
を
そ
の
帳
簿
の
閉
鎖
の
日
の
属
す
る
課
税
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
二
月
（
清
算
中

翌
日
か
ら
七
年
間
、
当
該
事
業
者
の
納
税
地
又
は
そ
の
事
業
に
係
る
事
務
所
、
事
業
所

の
法
人
に
つ
い
て
残
余
財
産
が
確
定
し
た
場
合
に
は
一
月
と
す
る
。
第
五
項
に
お
い
て

そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
の
所
在
地
に
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

同
じ
。
）
を
経
過
し
た
日
か
ら
七
年
間
、
当
該
事
業
者
の
納
税
地
又
は
そ
の
事
業
に
係
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る
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
の
所
在
地
に
保
存
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３
・
４

省

略

３
・
４

同

上

５

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
帳
簿
の
保
存
は
同
項
に
規
定
す
る
課
税
期
間
に
係
る
確
定
申

５

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
帳
簿
の
保
存
は
同
項
に
規
定
す
る
課
税
期
間
の
末
日
の
翌
日

告
書
の
提
出
期
限
の
翌
日
か
ら
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
帳
簿
の
保
存
は
同
項
に
規
定
す

か
ら
二
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
帳
簿
の
保
存
は
同
項
に
規
定
す

る
輸
入
の
許
可
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
末
日
の
翌
日
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
五
年
を
経
過

る
輸
入
の
許
可
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
末
日
の
翌
日
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
五
年
を
経
過

し
た
日
以
後
の
期
間
に
お
い
て
は
、
財
務
大
臣
の
定
め
る
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
た
日
以
後
の
期
間
に
お
い
て
は
、
財
務
大
臣
の
定
め
る
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
に
関
す
る
重
加
算
税
の
特
例
の
対
象
と
な
る
電
磁

（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
に
関
す
る
重
加
算
税
の
特
例
の
対
象
と
な
る
電
磁

的
記
録
の
範
囲
等
）

的
記
録
の
範
囲
等
）

第
七
十
一
条
の
二

法
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、

第
七
十
一
条
の
二

同

上

事
業
者
に
よ
り
保
存
さ
れ
て
い
る
次
に
掲
げ
る
電
磁
的
記
録
と
す
る
。

一
～
七

省

略

一
～
七

同

上

八

第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録

九
・
十

省

略

八
・
九

同

上

２
～
４

省

略

２
～
４

同

上

（
国
、
地
方
公
共
団
体
等
の
申
告
期
限
の
特
例
）

（
国
、
地
方
公
共
団
体
等
の
申
告
期
限
の
特
例
）

第
七
十
六
条

省

略

第
七
十
六
条

同

上

２
・
３

省

略

２
・
３

同

上

４

第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
事
業
者
に
係
る
第
十
八
条
第
十
項
、
第
五
十
条
、

４

第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
事
業
者
に
係
る
第
十
八
条
第
十
項
、
第
五
十
条
、

第
五
十
四
条
第
三
項
及
び
第
五
項
、
第
五
十
八
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
五
十

第
五
十
四
条
第
三
項
及
び
第
五
項
、
第
五
十
八
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
五
十

八
条
の
三
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
七
十
条
の
十
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

八
条
の
三
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
七
十
条
の
十
三
並
び
に
第
七
十
一
条
第
二
項
及
び

、
第
十
八
条
第
十
項
中
「
経
過
し
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
経
過
し
た
日
（
第
七
十
六
条

第
五
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
十
八
条
第
十
項
中
「
経
過
し
た
日
」
と
あ
る

第
二
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
課
税
期
間
に
係
る
同
項
各
号
の
規
定

の
は
「
経
過
し
た
日
（
第
七
十
六
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

に
よ
る
申
告
書
（
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
い
う
。
）
の
提
出

課
税
期
間
に
係
る
同
項
各
号
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
（
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定

期
限
の
翌
日
）
」
と
、
第
五
十
条
第
一
項
中
「
経
過
し
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
経
過
し

に
よ
る
申
告
書
を
い
う
。
）
の
提
出
期
限
の
翌
日
）
」
と
、
第
五
十
条
第
一
項
中
「
経

た
日
（
第
七
十
六
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
課
税
期
間
に
係

過
し
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
経
過
し
た
日
（
第
七
十
六
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
が
あ

る
同
項
各
号
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
（
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書

る
場
合
に
は
、
当
該
課
税
期
間
に
係
る
同
項
各
号
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
（
法
第
四
十

を
い
う
。
）
の
提
出
期
限
の
翌
日
。
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
い
う
。
）
の
提
出
期
限
の
翌
日
。
次
項
及
び
第

同
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
条
第
九
項
第
二
号
」
と
、
第
五
十
四
条
第
三
項
中
「

三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「
同
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
条
第
九
項
第
二

経
過
し
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
経
過
し
た
日
（
第
七
十
六
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
が

号
」
と
、
第
五
十
四
条
第
三
項
中
「
経
過
し
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
経
過
し
た
日
（
第

あ
る
場
合
に
は
、
当
該
課
税
期
間
に
係
る
同
項
各
号
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
（
法
第
四

七
十
六
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
課
税
期
間
に
係
る
同
項
各
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十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
い
う
。
）
の
提
出
期
限
の
翌
日
。
第
五
項
に

号
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
（
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
い
う
。

お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
第
五
十
八
条
の
二
第
二
項
、
第
五
十
八
条
の
三
第
二
項
及
び

）
の
提
出
期
限
の
翌
日
。
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
第
五
十
八
条
の
二
第
二

第
七
十
条
の
十
三
第
一
項
中
「
経
過
し
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
経
過
し
た
日
（
第
七
十

項
、
第
五
十
八
条
の
三
第
二
項
及
び
第
七
十
条
の
十
三
第
一
項
中
「
経
過
し
た
日
」
と

六
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
課
税
期
間
に
係
る
同
項
各
号
の

あ
る
の
は
「
経
過
し
た
日
（
第
七
十
六
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、

規
定
に
よ
る
申
告
書
（
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
い
う
。
）
の

当
該
課
税
期
間
に
係
る
同
項
各
号
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
（
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の

提
出
期
限
の
翌
日
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
す
る
。

規
定
に
よ
る
申
告
書
を
い
う
。
）
の
提
出
期
限
の
翌
日
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」

と
、
第
七
十
一
条
第
二
項
中
「
経
過
し
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
経
過
し
た
日
（
第
七
十

六
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
課
税
期
間
に
係
る
同
項
各
号
の

規
定
に
よ
る
申
告
書
（
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
い
う
。
）
の

提
出
期
限
の
翌
日
。
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
す
る
。

５
～

省

略

５
～

同

上

11

11

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
令
和
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
一
条
の
改
正
規
定
、
第
二
条
の
四
を
第
二
条
の
五
と
し
、
第
二
条
の
三
を
第
二

条
の
四
と
し
、
第
二
条
の
二
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
二
十
八
条
の
改

正
規
定
、
第
二
十
九
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
の
改
正
規
定
、
第
三
十
条
の
改
正
規

定
、
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
、
第
五
十
一
条
第
四
項
の
改
正
規
定
、

第
五
十
七
条
の
改
正
規
定
、
第
六
十
一
条
の
改
正
規
定
、
第
六
十
三
条
の
二
第
二
項

の
改
正
規
定
、
第
七
十
条
の
三
の
改
正
規
定
、
第
七
十
条
の
五
第
一
項
第
四
号
の
改

正
規
定
、
第
七
十
条
の
十
四
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
七
十
一
条
の
改

正
規
定
、
第
七
十
一
条
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
及
び
第
七
十
六
条
第
四
項
の
改
正

規
定
並
び
に
附
則
第
五
条
の
規
定

令
和
十
年
四
月
一
日

二

第
五
条
第
八
号
ロ
の
改
正
規
定
及
び
第
六
条
第
一
項
第
四
号
の
改
正
規
定
（
「
）

、
」
を
「
）
、
貯
留
権
、
」
に
改
め
る
部
分
及
び
「
採
石
場
」
の
下
に
「
、
貯
留
権

に
係
る
貯
留
区
域
」
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）

二
酸
化
炭
素
の
貯
留
事
業
に
関

す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
八
号
）
の
施
行
の
日

三

第
九
条
の
改
正
規
定
、
第
十
条
第
三
項
第
十
一
号
の
改
正
規
定
及
び
第
四
十
八
条

の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
三
条
（
第
三
項
を
除
く
。
）
の
規
定

第
五
号
に
掲
げ

る
規
定
の
施
行
の
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
の
一
月
一
日
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四

第
四
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ハ
の
改
正
規
定
及
び
附
則
第
四
条
の
規
定

盗
難
特

定
金
属
製
物
品
の
処
分
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
七
十
五
号
）

の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
す
る
日
の
翌
日

五

附
則
第
三
条
第
三
項
の
規
定

金
融
商
品
取
引
法
及
び
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
八
年
法
律
第

号
）
の
施
行
の
日

（
資
産
の
譲
渡
等
が
国
内
に
お
い
て
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
の
判
定
等
に
関
す
る
経
過
措

置
）

第
二
条

改
正
後
の
消
費
税
法
施
行
令
（
以
下
「
新
令
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
第

四
号
（
貯
留
権
に
係
る
部
分
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
第
八
号
並
び
に

第
十
七
条
第
二
項
第
六
号
及
び
第
七
号
の
規
定
は
、
令
和
八
年
十
月
一
日
以
後
に
事
業

者
（
消
費
税
法
第
二
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

が
行
う
資
産
の
譲
渡
等
（
同
法
第
二
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
資
産
の
譲
渡
等
を

い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
同
日
以
後
に
事
業
者

が
行
う
課
税
仕
入
れ
（
同
法
第
二
条
第
一
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
課
税
仕
入
れ
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
消
費
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
事
業
者
が
行
っ
た

資
産
の
譲
渡
等
及
び
同
日
前
に
事
業
者
が
行
っ
た
課
税
仕
入
れ
に
係
る
消
費
税
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
締
結
し
た
契
約
に

基
づ
き
、
同
年
十
月
一
日
以
後
に
事
業
者
が
行
う
資
産
の
譲
渡
等
及
び
同
日
以
後
に
事

業
者
が
行
う
課
税
仕
入
れ
に
係
る
新
令
第
六
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
八
号
並
び
に
第

十
七
条
第
二
項
第
六
号
及
び
第
七
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

（
暗
号
資
産
の
譲
渡
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

新
令
第
九
条
第
一
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
十
条
第
三
項
の
規
定
並
び
に
新
令

第
四
十
八
条
第
二
項
及
び
第
五
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
消
費
税
法
施
行
令
第
五
十
三
条

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
は
、
附

則
第
一
条
第
三
号
に
定
め
る
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
暗
号
資
産
適
用
日
」
と
い

う
。
）
以
後
に
国
内
に
お
い
て
事
業
者
が
行
う
資
産
の
譲
渡
等
及
び
暗
号
資
産
適
用
日

以
後
に
国
内
に
お
い
て
事
業
者
が
行
う
課
税
仕
入
れ
に
係
る
消
費
税
に
つ
い
て
適
用
し

、
暗
号
資
産
適
用
日
前
に
国
内
に
お
い
て
事
業
者
が
行
っ
た
資
産
の
譲
渡
等
及
び
暗
号

資
産
適
用
日
前
に
国
内
に
お
い
て
事
業
者
が
行
っ
た
課
税
仕
入
れ
に
係
る
消
費
税
に
つ
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い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
暗
号
資
産
適
用
日
前
に
国
内
に
お
い
て
事
業
者
（
消

費
税
法
第
九
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
消
費
税
を
納
め
る
義
務
が
免
除
さ
れ
る
事

業
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
行
う
調
整
対
象
固
定
資

産
（
同
法
第
二
条
第
一
項
第
十
六
号
に
規
定
す
る
調
整
対
象
固
定
資
産
を
い
う
。
以
下

こ
の
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
課
税
仕
入
れ
又
は
調
整
対
象
固
定
資
産
に

該
当
す
る
同
法
第
二
条
第
一
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
課
税
貨
物
の
同
項
第
二
号
に
規

定
す
る
保
税
地
域
か
ら
の
引
取
り
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
「
調
整
対
象

固
定
資
産
の
仕
入
れ
等
」
と
い
う
。
）
を
行
っ
た
場
合
（
当
該
事
業
者
（
同
法
第
三
十

三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
相
続
に
よ
り
当
該
事
業
者
の
当
該
調
整
対
象
固
定
資
産
に
係

る
事
業
を
承
継
し
た
同
項
に
規
定
す
る
相
続
人
、
合
併
に
よ
り
当
該
事
業
を
承
継
し
た

同
項
に
規
定
す
る
合
併
法
人
及
び
分
割
に
よ
り
当
該
事
業
を
承
継
し
た
同
項
に
規
定
す

る
分
割
承
継
法
人
を
含
む
も
の
と
し
、
こ
れ
ら
の
者
の
う
ち
同
法
第
九
条
第
一
項
本
文

の
規
定
に
よ
り
消
費
税
を
納
め
る
義
務
が
免
除
さ
れ
る
者
を
除
く
。
）
が
当
該
調
整
対

象
固
定
資
産
の
仕
入
れ
等
に
係
る
同
法
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
三
年
度
の

課
税
期
間
の
末
日
に
お
い
て
当
該
調
整
対
象
固
定
資
産
を
有
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。

）
に
お
け
る
当
該
調
整
対
象
固
定
資
産
の
仕
入
れ
等
に
係
る
同
法
第
三
十
三
条
第
一
項

に
規
定
す
る
第
三
年
度
の
課
税
期
間
に
お
け
る
通
算
課
税
売
上
割
合
及
び
同
項
に
規
定

す
る
仕
入
れ
等
の
課
税
期
間
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
課
税
売
上
割
合
の
計
算
に
お

け
る
新
令
第
十
条
第
三
項
の
規
定
並
び
に
新
令
第
四
十
八
条
第
二
項
及
び
第
五
項
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

附
則
第
一
条
第
五
号
に
定
め
る
日
か
ら
暗
号
資
産
適
用
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け

る
改
正
前
の
消
費
税
法
施
行
令
第
九
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中

「
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
四
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
金
融
商
品
取
引
法

第
二
条
第
四
十
九
項
」
と
す
る
。

４

事
業
者
が
、
暗
号
資
産
適
用
日
前
に
国
内
に
お
い
て
行
っ
た
新
令
第
九
条
第
一
項
第

一
号
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
又
は
電
子
決
済
手
段
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
暗
号
資

産
等
」
と
い
う
。
）
の
貸
付
け
に
係
る
課
税
仕
入
れ
に
つ
き
、
暗
号
資
産
適
用
日
以
後

に
消
費
税
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
仕
入
れ
に
係
る
対
価
の
返
還
等
を
受
け

た
場
合
に
は
、
当
該
仕
入
れ
に
係
る
対
価
の
返
還
等
に
係
る
同
条
の
規
定
に
よ
る
仕
入

れ
に
係
る
消
費
税
額
の
控
除
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５

暗
号
資
産
等
の
貸
付
け
を
行
う
事
業
者
が
、
国
内
に
お
け
る
暗
号
資
産
等
の
貸
付
け

に
係
る
業
務
の
用
に
供
す
る
た
め
、
暗
号
資
産
適
用
日
前
に
国
内
に
お
い
て
調
整
対
象
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固
定
資
産
の
仕
入
れ
等
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
事
業
者
（
消
費
税
法
第
三
十
四
条

第
一
項
に
規
定
す
る
相
続
に
よ
り
当
該
事
業
者
の
当
該
調
整
対
象
固
定
資
産
に
係
る
事

業
を
承
継
し
た
同
項
に
規
定
す
る
相
続
人
、
合
併
に
よ
り
当
該
事
業
を
承
継
し
た
同
項

に
規
定
す
る
合
併
法
人
及
び
分
割
に
よ
り
当
該
事
業
を
承
継
し
た
同
項
に
規
定
す
る
分

割
承
継
法
人
を
含
む
も
の
と
し
、
こ
れ
ら
の
者
の
う
ち
同
法
第
九
条
第
一
項
本
文
の
規

定
に
よ
り
消
費
税
を
納
め
る
義
務
が
免
除
さ
れ
る
者
を
除
く
。
）
が
当
該
調
整
対
象
固

定
資
産
を
暗
号
資
産
適
用
日
以
後
引
き
続
き
当
該
業
務
の
用
に
供
し
て
い
る
間
は
、
当

該
調
整
対
象
固
定
資
産
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
二
条
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
課
税

資
産
の
譲
渡
等
に
係
る
業
務
の
用
に
供
し
て
い
る
も
の
と
み
な
し
て
、
同
法
第
三
十
四

条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

６

事
業
者
が
、
暗
号
資
産
適
用
日
前
に
国
内
に
お
い
て
行
っ
た
暗
号
資
産
等
の
貸
付
け

に
つ
き
、
消
費
税
法
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
売
上
げ
に
係
る
対
価
の
返
還
等

を
し
た
場
合
に
は
、
当
該
売
上
げ
に
係
る
対
価
の
返
還
等
に
係
る
同
条
の
規
定
に
よ
る

消
費
税
額
の
控
除
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

７

事
業
者
が
暗
号
資
産
適
用
日
前
に
国
内
に
お
い
て
行
っ
た
暗
号
資
産
等
の
貸
付
け
の

対
価
の
額
（
消
費
税
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
対
価
の
額
を
い
う
。
）
に
係

る
売
掛
金
そ
の
他
の
債
権
に
つ
き
、
同
法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
実
が
生

じ
た
た
め
、
当
該
暗
号
資
産
等
の
貸
付
け
の
同
項
の
税
込
価
額
の
全
部
又
は
一
部
の
領

収
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
領
収
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
っ
た
暗
号
資
産
等
の
貸
付
け
に
係
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
消
費
税
額
の
控
除
及
び
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
消
費
税
額
の
加
算
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
課
税
仕
入
れ
等
の
税
額
の
控
除
に
係
る
帳
簿
等
の
記
載
事
項
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

新
令
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
は
、
附
則
第
一
条
第
四
号
に
定
め
る
日
以
後

に
国
内
に
お
い
て
事
業
者
が
行
う
課
税
仕
入
れ
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
国
内
に

お
い
て
事
業
者
が
行
っ
た
課
税
仕
入
れ
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
合
併
が
あ
っ
た
場
合
の
納
税
義
務
の
免
除
の
特
例
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条

令
和
十
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
消
費
税
法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す

る
課
税
期
間
（
同
条
第
二
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
一
の
課
税
期
間
と
み
な
さ
れ

る
期
間
を
含
む
。
）
に
係
る
同
法
第
十
一
条
第
四
項
に
規
定
す
る
基
準
期
間
に
お
け
る

課
税
売
上
高
又
は
同
法
第
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
基
準
期
間
に
お
け
る
課
税
売
上

高
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
所
得
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税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
八
年
法
律
第
十
二
号
）
附
則
第
十
八
条
第
二

項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条

こ
の
政
令
（
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
当
該
規
定
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
施
行
前
に
し
た
行
為
並
び
に
附
則
第
二
条
及
び
第

三
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
消
費
税
に
係
る
こ
の
政
令

の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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